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令和８年１０月１日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律」改正法が施行されます。法施行を目前に、企業に必要なカスハラ対策のポイ

ントを学べるセミナーの参加者を募集します。 

 

１ 日 時 

 令和８年７月２２日（水） １４時～１５時３０分（受付：１３時３０分） 

 

２ 場 所 

 おかやま西川原プラザ ２階 第１会議室（岡山市中区西川原） 

 

３ 内 容 

● 法施行を前に、法的視点と現場での実践的な対応を学べます。 

   第１部 「岡山市カスハラ防止条例について」 

        講師：誰もがくらしやすい社会調査特別委員会  委員長 高橋 雄大 氏 

   第２部 「法改正に伴う企業に必要なカスハラ対策のポイント」 

        講師：齊藤 勉 氏 

● 参加対象者 企業の経営者及び企業の労務担当者 

● 定員      ５０名程度 

● 参加料     無料 

● 申込方法   Ｗｅｂ申込フォームから                              

           https://com.city.okayama.jp/cmsform/enquete.php?id=890 

 

４ その他  

 配布チラシは別紙にてご確認ください。 

 

 

企業のための「カスタマーハラスメント対策セミナー」 

の参加者を募集します 

【問い合わせ先】                  
岡山市 創業支援・雇用推進課 小原  直通086-803-1315 内線4581 
 



お申し込みはこちら

企業のための
カスタマーハラスメント対策セミナー

〈共催〉 連合岡山 東部地域協議会

５０名程度

２０２６.７．２２（水）
14:00～15:30（受付13：30～）

おかやま西川原プラザ 2階
第１会議室 （岡山市中区西川原２５５番地）

場 所

定 員

日 時

【問い合わせ】
岡山市創業支援・雇用推進課
TEL:086-803-1315

〈主催〉 岡山市

講師︓誰もがくらしやすい社会調査特別委員会
委員⻑ ⾼橋 雄⼤ 氏

第１部 「岡⼭市カスタマーハラスメント防⽌条例について」

参加無料

「カスハラ」問題を社会的に可視化し、対応策を提唱してきた北海
道内カスハラ問題研究の第一人者。
講演では、法律的視点・調査結果・現場での対応⽅法をバランス
よく解説するスタイルが高く評価されており、手品を交えた演出によっ
て、わかりやすく親しみやすい点も魅⼒です。

講師︓⿑藤 勉 氏

経歴 ⼀般社団法⼈⽇本ワークルール検定協会理事
元連合北海道副事務局⻑
ワークライフシナジー協会代表
ラジオパーソナリティ など

第２部 「法改正に伴う企業に必要なカスハラ対策のポイント」

岡山市 創業・雇用検索


